
【壱岐市健康づくり計画 健康いき２１（案）に対するパブリックコメントにおいて、提出された意見および市の考え方】 

番号 項目 ページ 意見（原文） 市の考え方 

1 

第 1 章 

２．計画の特徴 

１ 「壱岐市歯科口腔保健推進計画 」「食育推進計画」は、これまでも存在してきて

いる。おそらく今回策定するのは「第２次 壱岐市歯科口腔保健推進計画 」「第３次

食育推進計画」なのではないか。期数は推し量るしかできないため、政策企画課を交

えて確認していただきたいが、これまでの福祉行政の取り組み（そして行政総体の総

合行政の取り組み）の成果を振り返り、しっかり過去の文脈をとらえて、堂々と期数

を積み重ねていってほしい。それが自信につながり、また、多様な主体との協働の実

践に向け、未来志向な形でつながっていく。 

なお、「第２次食育推進計画」は、計画期間を平成 30 年度～平成４年度として策

定されたものと承知している。あらゆる関係者の様々な努力があったものの、新型コ

ロナウィルス感染症のせいで若干の空白期間が生じてしまったことは残念である

が、あきらめずにこのたび第３次計画策定の段階まで漕ぎつけた関係者の努力に深

い敬意を表する。 

ちなみに、空白期間ではなく、新型コロナウィルス感染症の蔓延を受けて「第２次

食育推進計画」が計画期間を延長して計画的に進められていたのであれば、事実誤認

として前の段落の記載についてはお詫びする。 

いずれにせよ「第２次食育推進計画」「第 1 次壱岐市歯科口腔保健 推進計画 」の

成果と検証、得られた知見と残された課題については、関係者が島内一丸となって取

り組んだことの結果であり、その文脈はきちんと本計画に記載するべきであると思

う。勇気をもって、未来志向で、将来世代のために記載していだきたい。 

 

これまでは「歯科口腔保健推進

計画 、食育推進計画」を含めた

健康増進課の事業計画として

「保健事業計画」を策定してお

りました。 

今回は、市民一丸になって取り

組む新たな計画として令和 6 年

度を初年度とする壱岐市健康づ

くり計画を策定しております。 

2 

第 1 章 

２．計画の特徴 

2 健康増進法第８条第２項の「市町村健康増進計画」については、「データヘルス計

画」「特定健康診査等実施計画」「介護保険事業（支援）計画」からなるのではない

か。したがって、概念図は下記の表現になるのではいか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に対応して、「３．計画の位置づけ」は、下記のような表現になるのではないか。 

 

３．計画の位置づけ 

本計画は、健康増進法第８条第２項の「市町村健康増進計画」、及び食育基本法第

18 条の「市町村食育推進計画」、長崎県歯・口腔の健康づくり条例第９条の「市町

村歯・口腔の健康づくり推進計画」に基づき策定する壱岐市の計画で、国の健康づく

り運動「健康日本 21（第三次）」及び「第４次食育推進基本計画」、「歯・口腔の

健康づくりプラン（第２次）」との調和に配慮した計画として一体的に策定するもの

です。 

なお、本計画を構成するにあたり、第３期壱岐市国民健康保険保健事業実施計画

（データヘルス計画）・第４期特定健康診査等実施計画については、本市においては

独立して並行した計画として策定した経過がありますが、健康増進法第８条第２項

の「市町村健康増進計画」としての運用においは包含する形で実施してまいります。 

同じく 壱岐市高齢者福祉計画・第 9 期介護保険事業計画につきましても同様に扱

います。 

また、壱岐市の最上位計画である「第３次壱岐市総合計画」を推進する個別計画の

一つとしても位置付けおり、その他各種個別計画の連携を通じて、市民の健康増進に

つながる効率的・効果的な事業の展開を図っていきます。 

 

「市町村健康増進計画」、「デー

タヘルス計画」・「特定健康診査

等実施計画」、「介護保険事業計

画」はそれぞれ根拠法令、計画

の基本的な考え方等も異なるた

め、独立した計画として策定し

ております。それぞれの計画と

整合性をもって推進します。 
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第 1 章 

３．計画の位置づ

け 

3 「第３次壱岐市総合計画」を構成する個別計画の一つとして明確に位置付ける旨の

文章表記が明瞭になされていることを高く評価する。しかしながら、そのこと及び他

の個別計画を示す関係図については、もう少し丁寧に関係性や相互作用について描

きなおしてはどうかと思いました。例えば下記のようなものです（国・県の欄には、

パブコメ案でお示しされたものを入れてください）。総合調整をされる政策企画課

や、諸計画を所管する関係各課とご相談されてください。 

 

 

ご意見ありがとうございます。

次期計画策定の参考にさせてい

ただきます。 



番号 項目 ページ 意見（原文） 市の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

第 1 章 

３．計画の位置づ

け 

3 同時に行われているパブリックコメントである「第３期壱岐市国民健康保険保健

事業実施計画（データヘルス計画）および第４期特定健康診査等実施計画（案）」の

３ページにある【図表１ データヘル ス計画とその他法定計画等との位置づけ】がと

ても丁寧でわかりやすいです。この【図表１】のページをそっくりもってきて、本計

画においても記載してはどうでしょうか。 

 

また、それに加えてもう１ページ新たに作成して、「健康増進計画」「歯科口腔保健

推進計画」「食育推進計画」の３計画の関係性を、【図表１】並みに文章で詳細を表

現されると、市民の理解がより深まるのではないかと思います。 

 

（２ページの上前半で示された概念図はとてもシンプルでよいので、それを受けて

詳細を説明するイメージです。なお、冒頭にゴチャゴチャ書きすぎることによって読

み手を圧迫させ、読みたい気持ちを霧散させる懸念が考えられる場合は、７６ページ

以降に用語集や補筆として掲載する方法もご検討ください。） 

 

ご意見ありがとうございます。

次期計画策定の参考にさせてい

ただきます。 
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第 1 章 

４．計画の期間 

3 本計画の期間は、令和６年度から 11 年度までの６年間としますとありますが、令

和７年度から「第４次総合計画」が策定されます。今後の１０年・２０年先を見越し

て、今回の「健康づくり計画」に限って７年間の計画にされてはいかがでしょうか。

そうすると、「第５次総合計画」から足並みをそろえることができるようになります。

限られた職員数の中で、市民の健康づくりを献身的に支えてくださろうとしている

市職員のみなさまの努力に敬意と感謝の念を送るところでありますが、計画期間を

そろえて皆さんの負荷が軽減され、職員の健康を守る路線の働き方改革の深化が実

現されることで、むしろ予防志向の普及啓発や計画の実践、計画の検証と改善にエフ

ォート比率を高めていただくことを期待しています。 

 計画策定疲れのなかで、誰も知らない、形骸化しやすい計画を策定されるよりは、

計画の思いを市民と共有し、むしろ市民が「私たちの健康は私たちが支えあって守

る」「この計画は、行政が勝手に作った計画ではなく、行政が私たちのために支えて

くれた、私たちの計画である」と誇りを持って当事者意識を涵養してくれることが、

計画策定を契機とした「健康づくりを通したまちづくり」につながるのではないでし

ょうか。 

 

本計画は、健康増進法第８条第

２項に規定された市町村の健康

増進計画と位置づけておりま

す。国の健康増進計画（健康日

本２１（第三次））の期間にあわ

せております。国の期間は 12 年

間となっておりますが、本市で

は期間を令和 6 年から 11 年ま

での 6 年間で評価を行った上

で、令和 12 年から 17 年までの

次期計画策定を予定しておりま

す。 
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第 1 章 

４．計画の期間 

3 本計画の期間は、令和６年度から 11 年度までの６年間としますとありますが、令

和７年度から「第４次総合計画」が策定されます。また、それに合わせて壱岐市教育

委員会のほうで「壱岐市教育振興基本計画」が策定されると承知しています。 

市民の健康づくりには、まちづくり協議会や自治公民館などの地域の拠点を活用

し、食改・婦人会・青年会などの社会教育団体との連携・協働が欠かせません。市民

自らが、生涯にわたるライフステージごとの、世代間の学びあい・支えあいを自主的

に行う、生涯学習・社会教育のプロセスの中で健康づくり施策を展開するひつようが

あります。 

また、地域の拠点の一つである「学校」と、その学校を拠点とした校区によるＰＴ

ＣＡの協働推進も不可欠であり、学校医や学校を通した学齢期から健康づくりも必

要です。 

つまるところ、今回の「健康づくり計画」においては、その前提となる「壱岐市教

育振興基本計画」が存在しないまま、新たに策定せざるを得なかったという厳しい条

件の中で誕生させざるを得ないものです。よって、より実効性ある「健康づくり計画」

とするために、「第４次総合計画」と「壱岐市教育振興基本計画」が策定され運用が

始まったのちの令和８年度・令和９年度ごろに【中間見直し】を行うことが肝要では

なかろうかと思います。 

ついては、「計画の期間」について記載を拡充し、本計画の期間は、令和６年度か

ら令和 12 年度までの７年間とします。なお、「第４次総合計画」と「 壱岐市教育

振興基本計画」の策定とその実施状況を勘案しながら、令和８年度・令和９年度ごろ

意見番号５に同趣旨のご意見と

して承りました。 

子
ど
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子
育
て 

障
害
者
支
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介
護
保
険 

 

 

 

男
女
共
同
参
画 

第３次壱岐市総合計画 

地域福祉計画・ 

地域福祉活動計画 

健康づくり計画 

 

教育 

振興 

計画 

壱岐市自治基本条例 

（法令や計画など） 

 

（法令や計画など） 

 

国 

県 



番号 項目 ページ 意見（原文） 市の考え方 

に【中間見直し】を行うことを検討しています。」という表現を入れてはいかがでし

ょうか。 
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第 1 章 

６．推進体制 

４ 壱岐市の附属機関「壱岐市保健事業連絡協議会」と、それを構成する小委員会であ

る「成人保健連絡会」、「精神保健連絡会」、「母子保健連絡会」、「予防接種連絡

会」、「歯科保健推進連絡会」、「食育推進連絡会」及び「献血推進協力会」につい

て、役割分担と組織設計を、本計画の実施にあたって抜本的に見直してはどうか。 

 

見直しのポイントとては下記通り。 

①「健康づくり計画」を構成する３法定計画ごとに附属機関をきちんと設置するべ

きではないか。計画ごとの PDCA サイクルと市民参画を保障するべきである。毎年、

計画領域ごとに成果と課題を確認していくとともに、うっかり次期計画を策定する

ことを忘れてしまわない仕組みづくりが必要である。本来、附属機関の委嘱を受けた

委員さんが「次期計画の策定の動向はどうなっているのか」と事務局に意見照会を行

えば、計画策定漏れという事態は発生しなかったのである。委員の委嘱基準・委嘱内

容・委嘱手順を総務課職員班と確認するとともに、個別計画の進捗管理の観点から政

策企画課に体制整備を確認され、くれぐれも健康増進課だけで対処・判断しないでい

ただきたい。病根は「地方自治法・地方分権一括法・壱岐市自治基本条例等への庁内

全体の理解不足」にある。くれぐれも自己判断による対処療法で済ますことなく、根

治療法および行政としての健康づくりに取り組んでいただきたい。 

②「壱岐市保健事業連絡協議会」は、本来は「全体会」となるべきで、そこに委員

として委嘱された方々が「小委員会に配置されていく」という構図が必要である。そ

して、小委員会で議論されたことが３法定計画＋αの諸計画からなる「健康づくり」

の体系的かつ総合的な議題をあつかう「全体会」にて施策実施の方向性を議論される

場として「壱岐市保健事業連絡協議会」が存在意義を発揮するべきである。 

しかるに、現行の「壱岐市保健事業連絡協議会」および小委員会の構成・体制を見

る限り、特段に会議体としての存在意義がない。むしろこれまでどおり行政主導で行

い、かつ、行政が今後も行政で責任をすべて持つのであれば、「壱岐市保健事業連絡

協議会」とその小委員会をすべて廃止しても差し支えないし、附属機関から外して単

なる「連絡・協議・調整の慣例的な会議」としてしまえばよい。何のために市民の税

金を原資とした委員報酬を支出しているのか。費用対効果が見込まれないのであれ

ば、「壱岐市財政基盤確立計画」の仕上げフェーズにおいて附属機関を設置するとい

う公共投資自体をやめてしまってはどうか。 

「壱岐市保健事業連絡協議会」や、それに相当する会議体を設置するなら、委員や

構成団体に、健康づくりに関する貢献をしていく実践者・専門家・担当者としての自

覚と責任と誇りを持たせ、それぞれの主体が有機的に連携し、協働による創造とその

波及効果をもたらす体制として設計されたい。 

アリバイ作り程度で附属機関を設置・運営するくらいなら、行政機構のスリム化を

果たし、市長とその執行機関が堂々とやればよい。プラセボ効果に依存しない市政運

営を期待するとともに、薬を適切に使用できる市政運営を期待する。 

③仮に「壱岐市保健事業連絡協議会」を継続されるのであれば（あるいは見直し後

の附属機関について）、健康増進法の趣旨に鑑み、「壱岐市商工会」「ロータリーク

ラブ」等の職域団体・経営者団体や、「食改」等の実践団体からの委員参画をされ、

社会保険制度によって雇用されて働く人とその家族の健康づくりが支えられるよう

に取り組んでいただきたい。また、「壱岐市社会福祉協議会」は、「地域福祉計画」

そして「地域福祉活動計画」の観点から、組織のアイデンティティ・ディグニティの

発揮として、ここには参画していただきたい。また、重層的な健康づくり施策の推進

のため、どこか１地域からでよいから、「PTCA」と「まち協」にも参画していただ

きたい。 

21 ページに「事業所等の職域やスーパー等各種団体と連携し、アプローチが難し

い若い世代や無関心層に働きかけます。」とあるが、それを実現するには、その当事

者たちに「壱岐市保健事業連絡協議会」の委員等となっていただき、より深い当事者

意識をもってもらうことが肝要であると考える。 

 

ご意見の趣旨をふまえ、今後の

参考にさせていただきます。 
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第２章 

１．壱岐市の健康

寿命 

５ 

～ 

８ 

「１．壱岐市の健康寿命」と「２．壱岐市の生活習慣病等の状況」についてお示し

ていただいているが、現状の記載の仕方だと、『高齢者の介護度を上げないための健

康づくり』の施策をするための対象地域における重点年齢層の定義をしているよう

に受け止めました。また、現時点のみを切り取った時間軸における健康づくりに特化

するかのようにも見えてしまったのですが、実際には未来を見据えた長期的な視点

にたち、世代間の学びあいを意識したパネルデータ分析の視野を持つ政策を志向さ

れているものではないかと思います。 

そこで、「１．本市を取り巻く状況」を挿入し、以下、「２．壱岐市の健康寿命」

と「３．壱岐市の生活習慣病等状況」と続くように記載していされはかがでしょうか。 

 

「１．本市を取り巻く状況」でお示しいただき内容は下記のとおりです。 

・年代別人口推移と高齢化率（RESAS や社人研推計等を参照して 2040 年くらいま

での推計） 

ご意見の趣旨をふまえ、今後の

参考にさせていただきます。 

図表７は、県の医療計画を基に

最新のデータに修正いたしま

す。 



番号 項目 ページ 意見（原文） 市の考え方 

※６ページに図表３として掲載されているが、「生活習慣病（等）」を扱う以前

の段階で、本計画の対象地域の定義とその特徴を示しておく章立てにしてお

くべきである。あと、第３次総合計画策定時点の推計を引用するのではなく、

本計画の策定時点での限りなく直近推計による図表を新た作成して掲載いだ

きたい。 

・性別ごとの年齢階層人口グラフ（ボリュームゾーンがわかるも） 

・上記について、旧４町ごとにわかるもの（のちの健康増進施設の機能整備に資す

るもの） 

・出生数や、低出生体重児の出生割合の推移などの出生状況 

・主要死因（※掲載されてはいるが、順位だけで はなく、比率も示してほしい） 

※８ページに図表７として掲載されているが、「生活習慣病（等）」を扱う以前

の段階で、そもそもの壱岐における死因を分析しておく必要がある。あと、図

表７が平成 20～24 年の５年間が示されているが、同様に平成 25 年からの５

年ごとの表なども追加していただき、より最近の死因の分析をしていただき

たい。これまでの壱岐市の健康づくり施策を振り返る上でも重要な経過資料

になると思います。 

 

9 

第 3 章 

 

13 「ライフコースを踏まえた健康づくり」は、「次のライフステージを見越した健康

づくり」としてはいかがでしょうか。原案でも差し支えはないのですが、「固定した

ライフコースを受け入れるべし」という 、いわば枠にはめる強制力を感じました。

ＳＤＧｓ的な発想で明るい未来を描き、また、未来は変えられるというメッセージを

込めて、ライフコースを時間軸のなかで細分化してライフステージとし、そのうえで

早期発見・早期対応を促すための表現案としてご検討いただけますと幸いです。 

（５１ページの「ライフコースアプローチ」はそのままでいいと思います。１３ペー

ジの黄色部分に限り、読者への訴求力を求めての変更をご提案するものです。） 

 

貴重なご意見ありがとうござい

ます。 

10 

第 3 章 13 

～ 

14 

この内容は、第一章のなかに「４．計画の理念」として挿入し、この２ページを削

除し、第三章自体を取り除いた章立てにしてはどうか。 

 

壱岐市の現状を踏まえての章立

てとしております。貴重なご意

見ありがとうございます。 

11 

第 4 章 15 この内容は、第一章のなかに「４．計画の期間と目標」として再構成し、この１ペ

ージを削除し、第四章自体を取り除いた章立てにしてはどうか。 

 

壱岐市の現状を踏まえての章立

てとしております。貴重なご意

見ありがとうございます。 

12 

第 5 章 

１．生活習慣の改

善 

（１）栄養・食生

活 

20 行政として市民の健康づくりに積極的に取り組む姿勢を明らかにしてくださって

いることに敬意と感謝の意を寄せます。  

ただ、すべて行政が主語になっていることで、読者（市民や職域団体や 地縁団体

NPO 団体など）が当事者意識をもって読んでくれるか疑問があります。壱岐島・壱

岐市という公共空間を構成し、重層型の体制整備を支える各主体ごとに期待する役

割を表にして記載するようにしてはいかがでしょうか。例えば「出前講座の活用」だ

と、次表のようなイメージになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見の趣旨をふまえ、今後の

参考にさせていただきます。 

内容 政策企画課 健康増進課 社会教育課 市内一般企業

出前講座による普

及啓発

市政出前講座のメ

ニューとその手順

を PR し、出前講

座を企画したり参

加したりしやすい

雰囲気を作りま

す。

市の保健師や社会

福祉士が積極的に

専門職として講師

役を担当します。

また、市社協や総

合型地域スポーツ

クラブや市内介護

施設等の専門家も

派遣できるような

制度設計・講座メ

ニューを開発しま

す。

地区公民館や地域

の集会所などで出

前講座を企画して

もらえるよう、自

治公民館や PTCA

、 婦人会等の社会

教育団体に働きか

けます。また、調

理やスポーツなど

を交えた実技がし

やすいよう環境整

備に努めます。

従業員の福利厚生

や経営者の健康経

営の充実につなが

るように、市の普

及啓発を目的とし

た主催事業や、自

治公民館等への派

遣事業による 講座

がある際には、当

事者として参加を

事業所内とスタッ

フおよびその家族

に参加を呼びかけ

ます。



内容 市社協 SDGs 未来課 食改・婦人会

等の地縁団体

や NPO 団体

まち協

自治公民館

PTCA

出前講座による普

及啓発

地域福祉活動計画

に基づき、市社協

からも介護予防や

健康づくりに資す

る講座講師が派遣

できないか検討し

ます。また、市社

協の福祉のボラン

ティアセンターに

登録している団体

に、出前講座を開

催や共同受講など

を呼びかけます。

まちづくり協議会

やその校区内の団

体が出前講座を開

催する際に、市と

して配置している

集落支援員や、地

区担当職員がその

企画運営・行事の

周知などに適宜助

言等の支援を行い

ます。

健康づくりを支え

るための当事者・

実践者団体とし

て、行政と連携し

て市民のための出

前講座を企画しま

す。また、市や市

社協のみに依存す

ることなく、自ら

が講師役を務めた

り、独自に健康づ

くりに資する講師

を民間企業や島外

から招聘したりし

ます。その際には

市・市社協等にも

案内をし、共に健

康づくりに取り組

む市民の輪を広げ

ていきます。

地域ごとに世代間

交流の 場 や、世代

間の学びあい・支

えあいの実践の機

会として、出前講

座を開催するよに

努めます。

番号 項目 ページ 意見（原文） 市の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

第 5 章 

１．生活習慣の改

善 

（２）身体活動・

運動 

24 「教育委員会や関係機関と連携し、運動のできる施設や教室の紹介を行い、運動し

やすい環境づくりを進めます。」「社会教育部門や関係機関と連携し、運動のできる

施設や教室の紹介を行います。」とあります。本計画の主管課である健康増進課のプ

ロ意識は高く評価し受け止め、尊重したいところですが、本計画は健康増進課の計画

ではなく、健康増進課が主管課となった「自治体としての健康づくり計画」でありま

す。よって、教育委員会は連携相手ではなく、壱岐市行政総体の中の一構成部局とし

て本計画では位置付け記載を行う記載を行うべきです。執行機関同士で協働できず

に地域との協働はできません。 

また、ほかならぬ教育委員会自身が「健康づくりのために、いかに市民の皆様にラ

イフステージに応じた学びの機会を提供するか」「学校教育・社会教育・家庭教育か

らなる教育施策を充実させた際のアウトカムとして、健康づくりをどのように設定・

定義するか」といった当事者意識を持つべきです。教育委員会が、本計画における行

政の当事者であるという自己認識をされていることがうかがえる書きぶりに、パブ

リックコメントを契機にステップアップさせていただくことを期待します。  

なお、これまでの健康づくり施策が教育委員会にちゃんと届いていれば、今頃「教

育振興基本計画」「スポーツ振興計画」が存在していたのではないでしょうか。壱岐

うらふれ体操を教育プログラムに取り入れた「認定こども園」が、石田の園はもちろ

んのこと、それ以外にあと２園程度は存在しえたのではないでしょうか。それぐらい

の覚悟をもった「健康づくり」を軸にした、骨のある政策評価をしてくださることを

願っています。 

 

ご意見ありがとうございます。 

ご意見の趣旨をふまえ、文面を

検討し、計画案に反映します。 

14 

第 5 章 

１．生活習慣の改

善 

（４）飲酒 

27 「飲酒のリスクとデメリットが重要な因子であることは 言うまでもありません

が、そればかり強調すると、健康づくりに資する飲酒の効用やメリットがあることが

伝わらず、壱岐市における焼酎産業などに大いなる打撃を与え、醸造業に従事されて

いる方の所得減やストレス増、ひいては島外への転出や自殺の増につながりかねま

せん。 

もちろん本計画における書きぶり上、「適度な飲酒による健康づくり」を大々的に

書きづらいところは十分に承知していますが、飲酒について必要以上に制約をかけ

ない表現（それでいて免罪符にならない表現）があれば、書き方の工夫を検討願いま

す。 

なお、無理に計画上の記載で飲酒の効用やメリットを書かなくても差し支えあり

ませんが、インセンティブ付与を行う際や普及啓発活動を行う際などに「醸造業に従

事している方で、健康づくりに留意している方のコラムを掲載する」とか、「醸造業

に従事している方に、壱岐うらふれ体操を踊ってもらって、企業のＣＳＲ活動を健康

づくり施策として引き出す」とかの仕掛けを、「計画に基づく事業実施」の段階に導

入していただくことをご検討ください。 

 

飲酒を否定するものではなく、

生活習慣のリスクを高める飲酒

量や健康に与える影響などを周

知し、適切な飲酒を勧めていく

ものです。 

15 

第 5 章 

２．生活習慣病発

症予防・重症化予

防 

 

31 

～ 

44 

特定健診などの「国保加入者」の実績と目標しか掲載されていないのではないか。

社会保険・私学共済に加入されている方に、そちらの制度上の健康診断等を受診して

もらい、早期発見・早期対応の視点をもって健康づくりに努めてもらうことが「健康

づくり計画」の主題であると思うので、統計を掲載するなら国保だけを掲載するのは

どうかと思う。 

一方で、国保の統計については「第３期壱岐市国民健康保険保健事業実施計画（デ

ータヘルス計画）および第４期特定健康診査等実施計画（案）」を参照すればよいこ

特定健診、特定保健指導は、保

険者毎の実施となっており、保

険者を超えた壱岐市のデータの

把握が難しく国民健康保険のみ

のデータとしています。 

NDB オープンデータは保険種

別を超えたデータとなっていま



番号 項目 ページ 意見（原文） 市の考え方 

とであるし、社会保険・私学共済における健診・検診の統計を取得し計画に反映する

ことはなかなか大変であろうことから、無理に統計にこだわらずに、「健康づくり計

画」の本旨にそった根拠資料と目標設定を掲載してはどうだろうか。 

たとえば、旧４町ごとの「健康づくり」に関する開催数や、人気のあるテーマの紹

介や、行政としては受けてもらいたいが人気がなくて開催実績の拡大促進を図りた

いテーマの紹介などを掲載した方が、計画の現実性が増すのでないか。 

 

す。 

16 

第 5 章 

２．生活習慣病発

症予防・重症化予

防 

（１）がん 

35 「市報、ホームページ、ケーブルテレビ、 SNS 等、各種媒体を活用し、幅広い年

齢層に向けて（略）発信します」について、下記の事柄を要望します。 

①「壱岐うらふれ体操」の youtube 動画が多数存在することに、これまでの健康づ

くり施策にかかわれた方々の先進性に敬意を表します。ただ、youtube にチャンネル

があって動画ポツンとおいてあるだけなので、ここを参照する人が増えるよう、誘導

をしたり拡散をしたりしてください。 

例えば 

 (1)政策企画課が運用している移住定住サイト「いきしまくらし」に、コラムとし

て 関係者がコメントをよせ、そのブログエントリー（記事）のなかに youtube 

動画を「埋め込み」を行い、記事の行間として動画を視聴してもらうような仕組

み。 

 (2)総務課が運用している市の公式ホームページにおいて、健康増進課の施策紹介

ページに「壱岐うらふれ体操」を開設・設置し、そこにおいて「壱岐うらふれ体

操」の youtube 動画を埋め込んで紹介をしていき、包括的に「壱岐うらふれ体

操」を紹介する。 

②計画の書きぶりは変えなくて差し支えありませんが、「コミュニティエフエム」の

活用もご検討ください。農作業中などに圃場などでラジオをつけている方などが多

数います。「等」の中に含まれているとは思いますが、伝えるべきターゲットに確実

に伝えるよう、媒体ごとの特性や媒体ごとの視聴者のイメージを浮かべながらメデ

ィアをご活用ください。また、可能な限りパブリシティを活用するとともに、有料広

告の活用や企画会社の活用などもご検討ください（ただし、業者選定はプロポーザル

形式を前提）。 

③島外の媒体が取り上げてくれるように、雲仙市がされているような「記者発表」の

ページ作成をご検討ください。 

 

ご意見の趣旨をふまえ、今後の

参考にさせていただきます。 

17 

第 5 章 

３．生活機能の維

持・向上と社会と

のつながり 

45 「人々の健康は、就労やボランティア、通いの場等の居場所づくり・社会参加等、

その人を取り巻く社会環境に影響を受けるため、地域における社会とのつながりを

促進することは、健康づくりにおいても有用です。」とありますが、極めて重要な観

点であると考えます。そこで、壱岐市における附属機関においては、規模に応じて一

定の公募委員の枠をあらかじめ確保していただき、健康づくりの観点から社会参画

機会を確保していただきますようお願い申し上げます。 

また、参画していく市民が増えていくよう、「附属機関の会議の案内」「附属機関

の会議の議事録の掲載」などの情報公開・情報共有をお進めください。これは「公共

空間の健康づくり」につながります。 

 

ご意見の趣旨をふまえ、今後の

参考にさせていただきます。 

18 

第 5 章 

４．社会環境づく

り 

50 

～ 

51 

「4．社会環境づくり」の「ⅳ具体的な取り組み」において、住民総参加型スポー

ツイベント として「チャレンジデー」を試行してみてはいかがでしょうか。チャレ

ンジデーは毎年 5 月の最終水曜に開催するもので、午前 0 時～午後 9 時の間に 15

分以上継続して運動やスポーツをした住民の参加率を競うものです。負けた場合は

対戦相手の自治体の旗を、庁舎のメインポールに 1 週間掲げるルールです。全国各

地に壱岐の健康づくりをＰＲするチャンスとして、また、壱岐の健康無関心層への動

機づけの機会として、ご検討ください。 

 

ご意見の趣旨をふまえ、今後の

参考にさせていただきます。 

19 

第 5 章 

４．社会環境づく

り 

50 

～ 

51 

「4．社会環境づくり」の「ⅳ具体的な取り組み」において、スポーツ施設の更新、

特にプールの建て替えについて検討ください。「公共施設等総合計画」そして「財政

基盤確立計画」の制約の中で大変厳しいことは認識しておりますが、水泳による体力

づくり（浮力を活用した運動）については、市民の健康づくりに大きな貢献を果たす

ものと思います。たとえば、石田スポーツセンターに隣接する形でプールを新設し、

石田スポーツセンターと一体化（ないしは石田スポーツセンターの拡充）を行い、施

設の複合化を図るような展開はいかがでしょうか。公共施設等適正管理推進事業債

や都市再生整備計画事業（社会資本整備総合交付金事業）を活用し、未来を見据えた

計画的な健康増進施設の整備と老朽化した施設の確実な除却をお進めください。こ

れから生まれてくる子どもたちを念頭に、次世代が確実に健康づくりにいそしむこ

とができる環境を整備することは、今をいきる私たちの責務です。これからうまれて

くる子どもたちが、ライフステージに応じて運動できる権利を、ぜひ守ってくださ

い。 

また、合併特例債を活用した施設の中には、石田スポーツセンターのランニングマ

シンをはじめ、リプレースやメンテナが十分にできていなケースが散見されます 。

保守・更新費用を十分に確保できず、また、適切な時期に保守・更新ができずに結果

として延命できなかったケースもありえると思いますが、「市民の健康づくり」を支

貴重なご意見ありがとうござい

ます。 



番号 項目 ページ 意見（原文） 市の考え方 

えるための「公共の施設・機器の健康づくり」を行政主導でよろしくお願いします。

ただし、利用者のマナーなどにも依存するため、市民にこれらの視点をお伝えいただ

き、市民自らが自分の問題として「公共の施設・機器の健康づくり」に参画するよう

な流れを醸成していただくことを期待しています。 

 

20 

第 7 章 

１．食を通した健

康づくりの推進 

67 食育の「ｖ具体的な取り組み」において、農業・畜産業の生産者による取り組みが

掲載されていませんので、例えば「ＧＡＰなどを通じた経営強化の過程で地産地消の

推進とあわせて食育に協力をして下さる農業者・畜産事業者を支援します」等の記載

をご検討ください。 

 

ご意見の趣旨をふまえ、今後の

参考にさせていただきます。 

21 

第 7 章 

１．食を通した健

康づくりの推進 

68 「〇共食の推進」において、幼老共生による実践に力を入れる壱岐市の健康施策に

共感します。今後の保育園・幼稚園の整備におきましては、大規模な認定こども園に

固執することなく、老幼複合施設・宅幼老所という選択肢もご検討ください。なお、

離島振興法の第７条とその別表（六）において、児童福祉法第三十九条第一項に規定

する保育所については、「設備の新設、修理、改造、拡張又は整備」を地方自治体が

整備する場合、二分の一から十分の五・五までの国庫補助が見込める記述がありま

す。公共施設等適正管理推進事業債や都市再生整備計画事業（社会資本整備総合交付

金事業）と併用し、今後整備される新図書館や松永記念館などの公共施設に複合的に

老幼複合施設・宅幼老所を整備し、その保育所部分に離島振興法のメニューを充当す

る等の工夫を行い、「認定こども園に固執しない、食育プログラムを充実させた、公

立保育園の整備」の視座をご検討ください。 

 

貴重なご意見ありがとうござい

ます。 
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第 7 章 

２．SDGs の観点

からの食文化の

推進 

72 「壱岐の特産である壱州豆腐を継承するために、依頼があった学校や団体等へ出

向いて、壱州豆腐づくりを実施します。」とありますが、インボイス制度や電子帳簿

保存法、HACCP 義務化などで壱州豆腐を支えている製造事業者の撤退による完全消

滅の危機が現実的になってしまっているのではないでしょうか。諸制度への対応が

急務な事業者に、それらへの対処に向けた時間を奪い、依頼があった学校や団体等へ

出向いてもらうことでむしろ機会損失が発生し、最終的に壱州豆腐という我が国の

貴重な文化を行政が断絶させてしまう可能性を憂慮しています。 

（直接にヒアリングや見学をさせていただいたわけではないため、あくまで「そうい

う可能性を感じる」でお願いします。） 

よって、次のような記載を実情に応じご検討ください。 

壱岐の特産である壱州豆腐を継承するために、下記取り組み行う。 

①HACCP 義務化に対応が遅れている事業者に対し、県の壱岐保健所・工業技術セ

ンターなどの行政機関や食品衛生の専門家等協力を得て、HACCP に対する理解

を共に学ぶ機会を作ります。また、壱岐商業高校など、次世代の壱州豆腐などの

壱岐の食文化を支える若者に対しても、壱州豆腐の価値のみならず HACCP な

どの諸制度を勉強できる機会作ります。 

参 考  https://www.mhlw.go.jp/file/06 -Seisakujouhou -11130500 -

Shokuhinanzenbu/0000201293.pdf 

②後継者が不在で事業継続を断念した事業者については、長崎県産業振興財団や

長崎県事業承継・引継ぎ支援センターなどの支援機関とともに、その円滑な廃業

や M&A を支援する。そのうえで、今後も継続して壱州豆腐の製造を行う事業者

に従業員や顧問などで参画していただき、もって壱州豆腐の担い手の層の厚み

を維持し、経営体制の強化につなげていただく。 

③HACCP 義務化に対応が遅れ、販売ができなくなるとしても、販売をしなければ

いいのであるから、食改団体やまちづくり協議会等の普及啓発を行う団体の講

師等で招聘するとともに、次世代の育成にご尽力いただく。これまで無償のボラ

ンティアで行っていただいた部分があれば、有償化するなりしてその専門性に

応えいく。 

④HACCP 義務化に対応が遅れがあるが、しかし製造意欲が高い事業者がいるなら

ば、市の遊休施設等を HACCP 対応化し、共同加工場とて活用してもらう。 

⑤必要に応じて、南島原市が「手延べそうめん」の食文化の継承のために「地域お

こし協力隊」を募集しているが、その壱州豆腐の「地域おこし力隊」の招致に取

り組む。 

https://www.iju -join.jp/cgi -bin/recruit.php/9/detail/47768 

⑥壱州豆腐の製造の継続のためには、壱州豆腐に必要な壱岐の大豆の確保が必要

であり、壱岐の大豆の生産を担ってくれる農業生産者の確保も重要である。食文

化を生態系としてとらえ、文化の苗床となる土や水の保護・全についても取り組

む。 

 

地域の特選品に親しみを持って

もらうことを趣旨としておりま

す。文中「壱岐の特産品である

壱州豆腐を継承するために、」を

「食育として壱岐の特産品であ

る壱州豆腐に親しむために、」に

修正します。 
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第 7 章 

２．SDGs の観点

からの食文化の

推進 

72 「環境部署と連携し」とありますが、健康増進課が主管課となった「自治体として

の健康づくり計画」であります。よって、環境部署は連携相手ではなく、壱岐市行政

総体の中の一構成部局として本計画では位置付け記載を行うべきです。執行機関の

中で協働できずに地域との協働はできません。 

なお、壱岐市においては「自然環境保全条例」「 歴史文化基本構想 」が存在する

ようですが、「環境基本計画」がまだないようです。「環境基本計画」を策定される際

ご意見ありがとうございます。 

ご意見の趣旨をふまえ、文面を

検討し、計画案に反映します。 



番号 項目 ページ 意見（原文） 市の考え方 

には、環境部署が「食に起因する環境負荷の低減」に向けた計画内容にされると思い

ますが、健康づくりを基軸にした健康行政におかれましては、当事者意識をもって環

境政策の中にご参画のほどよろしくお願いいたします。 
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第 7 章 

２．SDGs の観点

からの食文化の

推進 

72 食文化を支えるために「歴史文化基本構想」が大切な役割を果たしますが、壱岐市

がせっかく「歴史文化基本構想」を作った後に、壱岐市に断りもフォローもなく文化

庁が制度変更をしてしまったようです。「歴史文化基本構想」に基づく「文化財保存

活用地域計画」へのアップデートを、社会教育課がこれからされていくものと思いま

すが、健康づくりを基軸にした健康行政におかれましては、当事者意識をもって文化

政策の中にご参画ほどよろしくお願いいたします。 

 

ご意見の趣旨をふまえ、今後の

参考にさせていただきます。 
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第 7 章 

３．食に関する環

境づくりの推進 

73 「ヘルスメイトの高齢化が進み、退会者が増えてきており、会員数の減少が課題と

なっています。」 とありますが、退会者が発生したとしても、それを上回る入会者が

いれば、課題となりません。会員数の減少という現象に対する課題分析が甘いのでは

ないでしょうか。もちろんヘルスメイトの方々にもいろいろ考えていただきたいと

ころですが、どうすればこれから生まれてくる子どもたちのために、壱岐の豊かな食

文化を伝え残すことができるのかを、もう少し掘り下げて、あきらめずに丁寧取り組

むべきでしょう。 

「ある程度の年齢になったら、ヘルスメイトに参画するものだ」という思い込みを

取り除き、定年延長や男女共同参画の推進の成果が発揮されているという別領域の

これまでの政策が実を結んだという考え方による評価も考慮しながら、令和の時代

におけるヘルスメイトの意義を深め、若者や男性が入りたくなるようヘルスメイト

の在り方を模索していただきたく思います。 

おりしも、総務省においては地方公務員法の上で「地域活動休暇」の導入を検討さ

れています。壱岐市役所職員の男性育児休業の低さなどもあることから、男性市職員

が育児休業を取りやすい職場文化を創造するために、「結婚をした男性職員は、ヘル

スメイトのメンバーとなって活動するときには、休暇ないし業務であると認める」ぐ

らいのチャレンジを試してみてはいかがでしょうか。 

 

ご意見の趣旨をふまえ、今後の

参考にさせていただきます。 
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全般  自治公民館や学校、まちづくり協議会に大きな期待を行政として寄せられている

一方で、壱岐市社会福祉協議会に関する記述がないことに憂慮しています。壱岐市に

おいては、「市の地域福祉計画」と「市社協の地域福祉活動計画」が一体化していな

い等もあり、本来、健康づくり施策において極めて重要な役割を持つべきである市社

協が、実は健康づくり施策に参加していないのではないか…という懸念を持ったと

いうのが読後感です。 

 市社協としては、シニア世代の介護事業に特化したいという経営的なご判断もあ

るのかもしれませんが、さりとて壱岐市行政におかれましては壱岐市の財政援助団

体として壱岐市社協を位置づけ、介護事業以外の福祉分野の下支えをお願いされて

いるものと思います。どうしても市社協としてはシニア世代の介護事業に特化した

いという思いがあり、行政としてもその経営的な判断を尊重されるのであれば、「壱

岐市高齢者福祉事業団（仮称）」等に名称変更 ・業種変更などしていただき、壱岐

市行政主導で健康づくり施策に積極的に貢献される「（新）壱岐市社会福祉協議会」

を設立することなどもご検討されてはいかがでしょうか。なお、これは現行の壱岐市

社協のみなさまの長年にわたる努力を否定するものではないことにご留意いただ

き、さらなるステップアップの提案ということでよろしくお願いたします。 

 なお局所的ながら、藤崎町社会福祉協議会（青森県）の事務局長主導の経営改善事

例が話題となっています。各所の社協の取り組みを研究していただき、壱岐市ならで

はの壱岐市社協の支援の仕方と、そのさらに先にある壱岐市社協が介護に偏らない

福祉の担い手にステップアップするよう、行政のリーダーシップに期待します。 

 例えば、「公益的法人等への壱岐市職員派遣に関する規則 」第２条の関係別表を

改正し、社会福祉法人壱岐市社会福祉協議会に職員の派遣等を実施できる体制にす

るとか、「壱岐市監査基準」 第 2 条 第 3 項に基づく監査にご協力いただくとかし

て、市と壱岐市社協が歩調を合わせて学びあい、支えあう体験を積み重ねてみるとか

から始めてみてはいかがでしょうか。ご検討ください。 

 

ご意見の趣旨をふまえ、今後の

参考にさせていただきます。 
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全般  ＰＴＡに大きな期待を健康づくり施策の視点から寄せられておりますが、少子化

が加速する現状の中で、いつまでＰＴＡが存続できるのであろうと思うところがあ

ります。行政がＰＴＡに期待するからには、「ＰＴＡのＰＴＣＡ化」という変容を促

していくようなリーダーシップを行政に期待します。 

 

ご意見の趣旨をふまえ、今後の

参考にさせていただきます。 

28 

全般   今回の「健康づくり計画」と、今後の重層型支援体制整備事業の展望を見る限り、

『自治公民館』に対する期待はさらに大きくなっていくと思います。第１層を壱岐市

と壱岐市社会福祉協議会が、第２層を「まちづくり協議会」が、第３層を「自治公民

館」が、それぞれの役割に応じて重要な役割を果たしていくことになるのでしょう。 

 しかしながら、現行の「まちづくり協議会」の設計・設置の根底にある思想が、「そ

れをつくると地方交付税交付金の措置が増える」「それによって集落支援員を配置で

きる」ぐらいで止まっているからだと思います。まちづくり協議会に配置された集落

ご意見の趣旨をふまえ、今後の

参考にさせていただきます。 



番号 項目 ページ 意見（原文） 市の考え方 

支援員および市が配置している地域担当職員が、「健康づくり計画」「市の地域福祉

計画・市社協の地域福祉事業計画」等々を体系的に理解して実践し、多様な主体をコ

ーディネートできる水準まで福祉の裾野と住民自治のレベルを引き上げる必要が急

務であると考えます。 

 翻って「自治公民館」なのですが、一般的に自治会とされる組織の名称が壱岐では

「自治公民館」と称されており、社会教育法に基づくハコモノにすぎない「公民館」

が住民自治の機能も担っているという、全国的にもおそらく稀な地方自治体系を壱

岐市では採用されておられます。これはこれで素晴らしい取り組みなのではありま

すが、地方分権一括法、地方自治法・教育基本法の改正、まちづくり協議会の設置に

関する壱岐市の諸条例などの動向を鑑み、壱岐ならではの SDGs 思考に基づいて、

先々を見据えて「自治公民館」を自治会機能を含有した『地区社協』（または『自治

会』）に名称・組織設計を変更してみることはいかがでしょうか。『地区社協』（ま

たは『自治会』）という、時代が必要としている組織を「自治公民館（という組織）」

を礎にして改組・転換し、第２層の「まちづくり協議会」と第３層の『地区社協』（ま

たは『自治会』）との役割分担を明確にし、それぞれの組織の設計思想やビジョン自

体から明文化することで、これからさらに厳しい局面を迎えるであろう壱岐という

公共空間においても耐え忍び、むしろ福祉の水準を地域から高めていくことができ

るでのは何かと思います。ご検討ください。 

なお、壱岐における「自治公民館」の誕生は、江戸末期の藩幕体制から明治以降の

官僚制機構への移行から大正デモクラシーを経て第二次世界大戦の終了に至るまで

「自治会」というものが存在せず、第二次世界大戦後に「社会教育法」の施行（昭和

24 年）または「公民館の設置及び運営に関する基準」の告示(昭和 34 年)を受けて「公

民館」なるものを壱岐市に設置しないといけなくなったときに、ついでに自治会の機

能も持たせよう…ということで誕生したのではないかと仮説を立てているところで

す。いわば先の第二次世界大戦の戦後のどさくさでウッカリ成立してしまったのが

「自治公民館」なのではなかろうかと素人ながら考えるところですが、同様に新型コ

ロナウィルス感染症の蔓延はある意味において「第三次世界大戦」だったのではない

かと思うところですので、さらに未来を見据え、壱岐におけるウイルスとの戦いのあ

との戦後復興として SDGs 思考に基づく「第三層を担う住民自治組織」の創成を、本

計画および壱岐市自治基本条例の見直し・検証とあわせて挑戦してみてはいかがで

しょうか。 

 

29 

全体  本計画が冊子等になるときには、計画策定に関する巻頭挨拶等に白川市長のご挨

拶文を推戴されてください。いろいろ評価が分かれることではありますが、少なくと

も市民のために健康づくりを支える本計画を策定されたことは偉大な成果でありま

す。市長が先頭に立って市民の健康づくりを守るということと、市長を退任しよう

が、誰に市長がなろうが変わらず計画行政が進むということの宣言をお願いしたい

です。白川市長におかれましては、壱岐在住の在野の市民として、健康にご留意いた

だきますとともに、在野の市民として引き続きのご活動を期待しております。「ヘル

スメイトの活動をする元市長」等の、令和の時代にふさわしい市民像の実践に、なに

とぞお力添えください。 

 

計画本体の巻頭に市長の挨拶を

掲載いたします。ご意見ありが

とうございます。 

 

 

 

 

 


